
 

 

 

 

令和６年能登半島地震に伴う災害廃棄物の積替え場所について 

 

県では、県内の市町等のごみ処理施設において、災害廃棄物を処理するため、下記のと

おり、各ごみ処理施設に搬入可能な車両に積替えるための積替え場所を整備しました。 

各仮置場から連結トレーラー等の大型車両で効率的に搬出してきた災害廃棄物を、パッ

カー車等の小型車両に積替えることにより、各市町等のごみ処理施設において、災害廃棄

物を処理することが可能となります。 

なお、今後も必要に応じて積替え場所を確保する予定です。 

 

記 

(1)積替え場所 

名称・所在地：金沢港ふ頭用地（金沢市湊 1丁目地内 県有地） 

面 積：約 13,000m2（1.3ha） 

(2)搬出開始 

令和 6年 8月 7日(水) 9：00～ 

(3)積替える災害廃棄物 

種類：家屋解体に伴う木くず、プラスチック等の可燃物 

(4)処理先 

・金沢市西部環境エネルギーセンター 

・松任石川環境クリーンセンター焼却処理施設 

・能美市美化センターごみ焼却施設 

・エコロジーパークこまつクリーンセンター 

・加賀市環境美化センター加賀ごみ処理施設 

(5)その他 

金沢港東部工業用地（金沢市湊 3丁目地内 県有地）においても、積替え場所

の設置を検討中 

(6)報道機関の皆様による取材について 

 積替え場所において、希望される報道機関の皆様からの取材を、8月 7日(水)

午前 9時から 9時 30分までお受けいたします。 

なお、処理先である金沢市西部環境エネルギーセンターでは、10時から 10時

30分まで取材をお受けいたします。 

 上記以外の日程で取材はお受けできません。 

 取材希望の報道機関におかれましては、8 月 6 日(火)16 時までにその旨を下

記連絡先までご連絡ください。 

 ご連絡いただいた方には、荒天などによる中止・延期があった場合、個別に

お知らせいたします。 

＜取材申込連絡先＞ 資源循環推進課（TEL：076-225-1470） 

令和６年８月５日(月) 
生活環境部資源循環推進課 
担当者  川畑 俊之 
内線   4240 
外線   076-225-1470 
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